
申申し込み　問問い合わせ

第
３
日
曜
は
納
税
相
談
窓
口

　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

に
、納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

日
時
＝
４
月
19
日
㈰
８
時
30
分
〜
16
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
２
６

期
限
を
守
っ
て
計
画
的
な
納
税
を

　

市
税
は
種
類
ご
と
に
左
表
の
と
お

り
納
期
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
各
金
融
機
関
や
市
役
所
収
納

課
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の

他
、
口
座
振
替
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
モ
バ
イ
ル
）
バ
ン
キ
ン
グ
、
ペ
イ

ジ
ー
対
応
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
、
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
で
も
納
付
で

き
ま
す
。

問
収
納
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
２
６

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
４
９
７
０

　

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
健
康

相
談
と
過
去
の
健
康
情
報
の

検
索
が
で
き
ま
す
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
歯
科
の
麻

酔
の
注
意
事
項
〈
火
曜
〉
マ
ン
モ
グ

ラ
フ
ィ　

乳
が
ん
検
診
の
勧
め
〈
水

曜
〉軟
ら
か
い
食
事
と
消
化
〈
木
曜
〉

片
頭
痛
〈
金
曜
〉「
ル
ー
ト
ケ
ア
」

っ
て
？
〈
土
日
曜
〉
小
児
の
ス
キ
ン

ケ
ア
と
か
ゆ
み
対
策

直
接
相
談
タ
イ
ム
（
歯
科
）
＝
歯
科

医
師
が
直
接
相
談
。
４
月
８
日
㈬
19

時
30
分
〜
21
時

大
渡
温
水
プ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

セ
ン
タ
ー�
☎
０
２
７
‐
２
５
３
‐
７
８
１
１

⃝

ア
ク
ア
ビ
ク
ス

日
時
＝
❶
５
月
８
日
〜
６
月
26
日
の

金
曜
８
回
❷
５
月
12
日
〜
６
月
30

日
の
火
曜
８
回
、
10
時
20
分
〜
11
時

20
分

対
象
＝
中
学
生
以
下
を
除
く
、
各
30

人
（
抽
選
）

費
用
＝
各
２
，
２
０
０
円
と
施
設
使

用
料

⃝

健
康
温
水
プ
ー
ル
浴

日
時
＝
５
月
11
日
〜
６
月
29
日
の
月

曜
８
回
、
10
時
20
分
〜
11
時
20
分

対
象
＝
50
歳
以
上
、
30
人
（
抽
選
）

費
用
＝
２
，
２
０
０
円
と
施
設
使
用
料

申
以
上
の
２
つ
は
４
月
15
日
㈬
（
必
着
）

ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。
教
室
名
・

曜
日
・
時
間
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り

が
な
）・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

〒
３
７
１
‐
０
８
５
４
大
渡
町
二
丁

目
３
‐
11
・
大
渡
温
水
プ
ー
ル
へ

中
途
視
覚
障
害
者
の
自
立
を
支
援

　

在
宅
の
中
途
視
覚
障
害
者
を
対
象

に
生
活
訓
練
講
座
を
開
催
。
点
字
や

パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
学
び
ま
す
。

日
時
＝
４
月
16
日
㈭
〜
来
年
３
月
４

日
㈭
、
10
時
〜
15
時
〈
点
字
・
歩
行

訓
練
〉
木
曜
25
回
〈
パ
ソ
コ
ン
〉
火

曜
25
回

会
場
＝
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

（
新
前
橋
町
）

申
県
視
覚
障
害
者
福
祉
協
会

☎
０
２
７
‐
２
５
５
‐
６
６
７
７
へ

筋
力
強
化
で
生
涯
現
役

　

男
性
の
た
め
の
筋
ト
レ
教
室
を
開

催
。
ス
ト
レ
ッ
チ
や
筋
力
強
化
、
バ

ラ
ン
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を
し
ま

す
。

日
時
＝
５
月
18
日
〜
７
月
６
日
の
月

曜
８
回
、
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

対
象
＝
市
内
在
住
で
医
師
か
ら
運
動

制
限
を
さ
れ
て
い
な
い
65
歳
以
上
の

男
性
、
30
人
（
抽
選
）

申
４
月
24
日
㈮
ま
で
に
長
寿
包
括
ケ

ア
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
３
へ

介
護
予
防
活
動
に
ポ
イ
ン
ト
付
与

　

介
護
予
防
活
動
ポ
イ
ン
ト
の
登
録

研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
４
月
10
日
㈮
13
時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

申
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８
へ

健
　
康

４月の各種無料相談

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜13時〜16時（前週
の木曜14時〜当日12時
までに電話で予約を。
相談は受け付け順で時
間指定はできません。
先着９人まで）

市役所市民相談室
※相談は年度内に
１人１回

行政相談
☎027-898-6100

４月９日㈭
13時〜15時 大胡支所

４月14日㈫
13時〜15時

かすかわ老人福祉
センター

４月15日㈬
13時〜16時 市役所市民相談室

４月17日㈮
13時〜15時

桂萱市民サービス
センター

４月20日㈪
13時〜15時 宮城支所

５月１日㈮
13時〜15時

東市民サービス
センター

※市民相談（☎027-898-6100）は８時30分〜17時15分、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子・父子相談（☎027-220-5701）、DV
相談（☎027-898-6524）、男女共同参画相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎
027-230-1755）は平日の９時〜17時。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の９時〜19時、土曜は９時〜17時。自殺予防「群馬
いのちの電話」（☎027-221-0783）は９時〜24時。みんなの人権110番（☎0570-003-110）は平日の8時30分〜17時15分。

人
権
標
語

や
さ
し
い
心
で
助
け
合
い
　

み
ん
な
が
仲
良
し
　
い
い
笑
顔

桃
井
小
５
年

⻆
田 

葵
俐
さ
ん

健康手帳 高血圧はなぜいけないの？

　皆さんは血圧を気にしていますか。血管をホースに例
えると、高血圧とはホースの中の水圧が高い状態です。
この状態が長い間続くと、ホースは劣化し弾力性がなく
なるため、硬く、もろくなります。血管も同じです。さ
らには血管が詰まり、血液が流れなくなることもありま
す。その結果、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気を

引き起こします。そのため、血管が硬くならないように、
血圧を適切に下げることがとても大事です。
　血圧を下げるには塩分を減らすことが重要です。また、
内臓脂肪が増えると血圧を上げることも分かってきまし
た。有酸素運動を行い、内臓脂肪を減らし、減量すると
よいでしょう。
　血圧が高いと言われたら、まずは近くの診療所で相談
してみましょう。
� 前橋市医師会　北條�義明

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

公証相談
☎027-898-6100

４月13日㈪
13時〜15時 市役所

市民相談室
　司法書士、土地家屋調査士相談

☎027-898-6100
４月10日㈮
13時〜16時

精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

４月８日㈬・22日㈬、
13時30分〜15時
（各予約制）

市保健所

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜〜金曜、
13時〜16時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜13時〜17時、
木曜９時〜13時

市役所
外国人相談窓口

税

講
座
・
教
室

ス
ポ
ー
ツ

運動不足解消に
ウオーキングマップの活用を

　まえばし23地区別ウオーキングマップ
を無料で配布。保健推進員お薦めの約30
分コースや食生活改善推進員お薦めの約
10分コース、地区内の見どころを掲載し
ています。屋外で、一人からでもできる
ウオーキングは、運動不足解消やストレ
ス発散になります。
配布場所＝前橋保健センター内健康増進
課、各支所・市民サービスセンターなど
問健康増進課
☎027-220-5708

市税の納期一覧

税目 納期

市・県民税

1期 6月30日㈫まで

2期 8月31日㈪まで

3期 11月2日㈪まで

4期 来年2月1日㈪まで

固定資産税・都
市計画税

1期 4月30日㈭まで

2期 7月31日㈮まで

3期 9月30日㈬まで

4期 12月25日㈮まで

軽自動車税 1期 6月1日㈪まで

国民健康保険税

1期 7月31日㈮まで

2期 8月31日㈪まで

3期 9月30日㈬まで

4期 11月2日㈪まで

5期 11月30日㈪まで

6期 12月25日㈮まで

7期 来年2月1日㈪まで

8期 来年3月1日㈪まで
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